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国
家
公
務
員
の
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
以
下
、
「
倫
理
法
」
）
は
、
中
央
省
庁
幹
部
職
員
の
不
祥
事
の
続
発
を
背
景
に
し
て
一
九
九
九
年
八

月
に
議
員
立
法
で
成
立
し
、
倫
理
法
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
以
下
、
「
倫
理
規
程
」
）
が
制
定
さ
れ
た
。

倫
理
法
は
公
務
員
の
行
動
規
範
に
関
す
る
倫
理
原
則
を
定
め
、
具
体
的
に
規
制
さ
れ
る
行
為
は
政
令
で
あ
る
倫
理
規
程
の
中
で

定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

倫
理
法
お
よ
び
倫
理
規
程
に
お
い
て
、
次
に
示
す
各
項
の
基
準
を
明
確
化
す
る
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。 

一 

倫
理
法
第
一
条
に
は
「
職
務
の
執
行
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
」
と
あ
る
が
、
国
家

公
務
員
が
職
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
に
対
し
国
民
が
当
該
行
為
の
公
正
さ
に
対
す
る
疑
惑
や
不
信
感

を
も
つ
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
行
為
は
「
職
務
の
執
行
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行

為
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

二 

倫
理
法
第
三
条
に
は
国
民
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
例
示
と
し
て
「
職
務
上
知
り
得
た
情
報
に
つ
い
て
国
民
の

一
部
に
対
し
て
の
み
有
利
な
取
扱
い
を
す
る
」
と
あ
る
が
、
「
有
利
な
取
扱
い
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
行
為
が
あ
た
る

の
か
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 



 

２ 

 

三 

倫
理
規
程
第
二
条
に
は
利
害
関
係
者
と
し
て
定
め
る
者
の
中
に
「
当
該
許
認
可
等
の
申
請
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
事
業
者
等
又
は
特
定
個
人
」
お
よ
び
「
当
該
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
事
業
者
等
又
は
特
定
個
人
」
と
あ
る
が
、
「
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
基
準
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺

う
。 

四 

倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
で
定
め
る
「
遊
技
」
の
定
義
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

五 

倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
で
定
め
る
「
公
務
の
た
め
の
旅
行
」
は
国
外
へ
の
出
張
に
該
当
す
る
の
か
政
府
の
見
解
を
問

う
。 

六 

「
公
務
の
た
め
の
旅
行
」
の
途
中
に
お
い
て
、
利
害
関
係
者
と
と
も
に
遊
技
す
る
こ
と
は
禁
止
行
為
に
該
当
す
る
の
か
政

府
の
見
解
を
問
う
。 

七 

倫
理
規
程
第
三
条
第
二
項
で
定
め
る
「
多
数
の
者
が
出
席
す
る
立
食
パ
ー
テ
ィ
ー
」
に
つ
い
て
「
多
数
の
者
」
の
定
義
に

つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

八 

倫
理
規
程
第
八
条
で
定
め
る
「
利
害
関
係
者
と
共
に
飲
食
を
す
る
場
合
の
届
出
」
に
つ
い
て
自
己
の
飲
食
に
要
す
る
費
用

が
自
己
負
担
か
公
費
負
担
か
を
問
わ
ず
に
、
届
出
の
対
象
と
な
る
の
か
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 



 

３ 

 

九 

国
家
公
務
員
本
人
が
計
画
段
階
よ
り
関
わ
っ
た
会
合
（
パ
ー
テ
ィ
ー
等
）
で
あ
っ
て
、
且
つ
一
部
の
国
民
の
み
が
認
知
可

能
な
会
合
で
あ
っ
て
、
尚
且
つ
利
害
関
係
者
が
当
該
会
合
に
参
加
し
、
当
該
国
家
公
務
員
と
の
間
で
当
該
国
家
公
務
員
の
業

務
範
囲
に
係
る
内
容
を
含
む
会
話
や
飲
食
を
伴
う
相
互
交
流
が
図
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
「
職
務
の
執
行
の
公
正

さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
」
に
該
当
し
得
る
か
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


